
※詳細は「学生生活の手引き」をご参照下さい。

入構許可証見本（千原キャンパス）

○学内交通ルール

構内入構許可（車両）について

・自動車、バイク（以下車両という）で入構する者は入構許可証が必要です。

・所属する学部事務室にて入構許可証申請（裏面）の手続きを行って下さい。

（所属する学部までの通学距離が２㎞未満の者は車両にて入構できません）

・入構許可証はダッシュボード上の見えやすい位置に掲示して下さい。

・入構許可証の掲示がない場合、駐車場枠外に止めている場合は違法駐車

として警告書の糊付けやタイヤロックを実施します。

・ループ道路から内側の駐車場以外への車両の進入は禁止しています。

・構内での車両の最高速度は毎時２０㎞に制限しています。

・バイクのノーヘルメットは禁止しています。（構内ループ道路は公道扱いです）

・マナーの遵守にご理解・ご協力をお願いします。
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＜千原地区＞
所属する学部事務室へ申請してください！
（通学距離が片道２㎞未満の者を除く）

※上原地区（医学部）の学生は、医学部事務部学生支援係（がじゅまる会館２階）にて
駐車許可証の申請手続きを行ってください。
上原地区の駐車許可証を取得した場合、千原地区の入構許可証の取得は不要です。
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